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市の情報伝達体制

1



情 報 媒 体 種 別

①
防災行政無線同報系
【屋外子局拡声器（屋外スピーカー）】

震度情報や避難情報、火災発生、行方不明者情
報など、緊急時の情報や市からのお知らせを屋外
スピーカーを使って、市内全域や地区別に放送し
ます。緊急地震速報（震度4以上が予想され、揺れ
の到達まで15秒以上）、津波に関する情報、国民
保護（テロなどの有事）に関する情報は自動的に
合成音声（機械の声）でお知らせします。

無線放送

② 戸別受信機
市内の全世帯や事業所などに防災行政無線
の戸別受信機を設置し、緊急時の伝達や一
般行政情報などをお知らせします。

無線放送

③ 防災ＦＡＸ
防災行政無線の防災情報サービスのひとつ
として、聴覚に障害をお持ちの方に防災行政
無線放送の内容をファクスで送信します。

無線FAX

④
防災行政無線音声フリーダイヤル
℡【0120-499-399】

防災行政無線で放送した災害情報などが聞
こえづらい場合は、電話で放送内容を聞くこ
とができます。フリーダイヤルで料金がかか
りません。放送直後は電話がかかりにくい場
合があります。※サービス回線数は9回線

NTT電話

⑤
ＢＳＮデータ放送（テレビ6チャンネル）に
よる配信【市町村情報】

テレビのリモコンのｄボタンを押し、データ放
送画面にして「市町村情報（柏崎市）」を選択
すると防災行政無線の放送した内容を確認
することができます。（12時間以内）

テレビ

⑥
コミュニティＦＭ・臨時災害放送局
周波数【 76.3MHz 】※緊急割り込み放
送・24時間緊急災害放送

防災行政無線情報や安全・防犯メール情報
などの内容を受信確認後、放送します。

ＦＭラジオ

⑦

メール配信サービス「防災情報」による
携帯電話メールへの配信
【https://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/app/m
ail/pc/mail_request.jsp】

メール配信サービスに登録していただくと、防災
行政無線で放送した防災・災害情報を自宅や職場
のパソコン、携帯電話のメールアドレスに配信しま
す。 基本的には防災行政無線放送と同一内容を
お知らせします。防災情報以外に、安全・防犯情
報、ごみ・資源情報、検診情報などの生活関連情
報が受信できます。

携帯電話

⑧

ホームページ
「災害情報／防災無線情報」への掲載
【http://www.city.kashiwazaki.niigat
a.jp/iexcms/emergency】

防災行政無線放送の内容を始め、災害発生
時に避難情報や発生箇所、ライフラインの状
況などを柏崎市のホームページで随時お知
らせします。

インター
ネット

⑨

・エリアメール（NTTドコモ）
・緊急速報メール（ソフトバンク・KDDI）
【対応機種】ｄｏｃｏｍｏ ・ ｓｏｆｔｂａｎｋ ・ ａｕ
※機種によってサービスが受けられな
い場合があります。

対象エリア（情報受信可能な携帯電話）にいる方
に、緊急地震速報（最大震度5弱以上と推定した
地震）、土砂災害警戒情報、避難情報、火山情報、
国民保護情報など極めて危険度の高い重要な情
報を受信します。自動でメッセージが表示され、回
線混雑の影響を受けずに受信することができます。

携帯電話

市では、災害情報を市民の皆さんに的確に伝えられるよう、防災行政無線を始めとし
て、様々な広報媒体を活用して情報発信を行います。災害時の状況によって情報媒
体も被害の影響を受けることがありますので、必要な時に、必要とする災害情報を確実
に伝えられるよう、伝達方法の多重化に取り組んでいます。

２



地区コミュニティ等への情報伝達体制
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「柏崎市地区防災会議」

市、コミセン、自主防災会・町内会、民生・児童委員、消防団、学校が一同に会し、地域に

関わる防災・災害対応に関して、各テーマに沿って協議・検討する。

［平成23年度］

災害時要援護者対策の現状と課題

・ 「要援護者名簿」の共有、避難情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援 ⇒自主防災会・町内会、消防団、

民生・児童委員等との連携・協力

・要援護者への支援体制に関する「協力協定書」の締結

［平成24年度］

避難所開設・運営のあり方 ⇒コミュニティ、小・中学校等

・避難所運営委員会の設置

・避難所開設、運営に関する「協力協定書」の締結

［平成25年度］

・災害時における情報伝達・共有のあり方

・災害時の地域と市との情報ルートの一元化

・情報連絡・連携体系が構築

「コミュニティセンターにおける通信環境及び通信手段の整備」～災害拠点施設としての役割～

情報共有のための新たなグループウェアの新設（※Ｊｏｒｕｒｉ グループウェア）、

災害用特設（公衆）電話機（コミセン、小・中学校６２箇所に配備）及びＩＰ電話の設置

（導入予定）

○Ｊｏｒｕｒｉ グループウェア

コミュニティセンターを拠点とした地域情報化（情報発信ツールとして共有・多重化）、災害
写真等の大容量データをグループウェア内で受け渡し可能となる。

○災害用特設（公衆）電話機（ステーション化）
災害時用特設（災害時優先）電話を設置することで速やかな通信手段を確保する。
※中越沖地震時、３７箇所の避難施設に７６台の電話機が設置されたが、特設電話回

線を配備することで、早期接続や速やかな通話環境が可能になる（課題解消）ととも
に、災害時優先電話（発信時に有効）となる。

○ＩＰ電話の設置（導入予定）
現在使用のＭＣＡ無線供用廃止に伴い、原子力災害対応及び一般災害時に地区防災本部

等との通信手段を確保する。移動系無線であるＩＰ電話通信機器を活用（グループ内限定）

「地域と行政が一体となった連携・協議」
○地区コミュニティを中心とした情報の一元化（町内会・自主防災会⇔コミュニティセンター）
○地域と市との情報ルートの確立 （コミュニティセンター⇔市民活動支援課）
○災害情報の伝達体系

「災害時における情報伝達のあり方（共有）」
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